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令和８年度生物多様性地域戦略の策定推進支援
公募要領

１．事業の目的 
[bookmark: _Hlk196469596]地方公共団体が、生物多様性地域戦略（以下「地域戦略」という。）の策定の検討あるいは策定・改定（以下「策定等」という。）にあたり直面している課題解決の支援を行うことで、生物多様性に関する地方公共団体の取組を推進するものである。 

２．事業の概要 
地域戦略の策定等を検討しているが、情報、人的資源等の不足などの課題を有しており策定等ができていない地方公共団体を対象として、公募により、地域戦略策定等に対する技術的支援・助言等を行う地方公共団体を選定する。

３．公募対象者 
本事業の公募対象者は、地方公共団体（都道府県、市町村及び地方自治法（昭和22年法律第67号）第281条に規定する特別区をいう。）とする。 

４．公募により選定する地方公共団体数
4団体程度を予定。なお、複数の地方公共団体が共同する場合は、１団体として取り扱う。

５．公募概要
「生物多様性地域戦略の手引き（令和５年度改定版）」（以下「手引き」という。）に示された「目指すべき３つの方向性」（①自然を使って地域を元気にする。地域課題を解決する。②地域の活力で自然を守り育てる。③多くの取組や主体を巻込む。）に沿った地域戦略策定等に取り組むことを基本とする。この３つの方向性を踏まえ、地域課題の解決や地域の活動の活性化につながるよう、生物多様性地域戦略を策定して重点的に取組みたいテーマを示すこと。次頁のテーマを選択した地方公共団体については、優先的に選定する。具体例については、応募申請書を参照すること。





＜優先的に選定されるテーマ＞
（1） 地域課題を解決し、地域の自然資源の豊かさと価値を相互に高め合う、自然資本を核とするネイチャーポジティブな地域づくり[footnoteRef:1]を目指してランドスケープアプローチの視点を取り入れた計画づくりと取組の実施 [1:  生物多様性地域戦略を総合計画・地⽅版総合戦略と統合策定すること、また、地⽅創⽣2.0・地⽅版総合戦略と連携した生物多様性地域戦略を策定することもこの中に含まれる。ネイチャーポジティブな地域づくりについては、地域の実情に応じた多様な実践の方法が考えられるが、一例として「令和７年度ネイチャーポジティブ地域づくり支援モデル事業」（https://www.env.go.jp/press/press_00530.html）において取り上げた事例があり、参考にされたい。] 

（2） [bookmark: _Hlk195867822]グリーンインフラや生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）を含むNbS（Nature based Solution；自然を活用した解決策[footnoteRef:2]）の考え方の活用  [2:  環境省ホームページ「自然を活用した解決策」（https://www.env.go.jp/nature/biodiversity/nbs.html）参照。当該ホームページに記載されているとおり、NbSにより解決すべき社会課題には気候変動対策も含まれ、したがって、本公募要領におけるテーマ例には、地域気候変動適応計画・地⽅公共団体実⾏計画との統合策定によるネイチャーポジティブとカーボンニュートラルの統合的推進を含む。] 

（3） 自然共生サイト等を核とした、官民連携による[footnoteRef:3]自然資源の保全・活用モデルの構築 [3:  具体的な連携の方法として、「ネイチャーポジティブの実現に向けた企業による地⽅公共団体等に対する 資⾦拠出要因調査報告書」（https://www.env.go.jp/nature/biodiversity/local_gov.html）に記載された企業から資金を拠出いただく方法もある。このような連携の方法を生物多様性地域戦略で目指すことも優先的に選定されるべきテーマとなる。] 

（4） 一次産業を起点とした、自然資本の回復と地域経済の好循環創出
（5） 観光推進（インバウンドの推進を含む）、脱炭素推進に関する事業等と生物多様性の保全とのトレードオフの最小化、それによる自然資源利用の最適化

６．本事業における支援内容
本事業に採択された地方公共団体には、採択後に希望する支援内容について協議のうえ、以下のような技術的支援を行う。
＜支援内容例＞（手引きにおける策定手順のステップ１から７）
（1） 地域の現状把握【ステップ１】
（2） GISを活用した地域課題や地域資源の見える化【ステップ２】
（3） 将来像の設定【ステップ３】
（4） 地域独自のストーリー作り・ロジックモデルの構築【ステップ４】
（5） 空間計画の検討【ステップ５】
（6） ロジックモデルを活用した目標設定や評価指標の検討【ステップ６】
（7） 関係者間の合意形成【ステップ７】

７．事業期間 
令和８年７月～令和９年２月頃の間で、３回程度の対面での支援、その他適宜オンラインでの支援を予定（支援の日数及び回数等については、採択後に地方公共団体と協議のうえ決定）。 

８．選定にあたり留意する事項 
選定については、環境省自然環境局自然環境計画課地域ネイチャーポジティブ推進室が次の要件等に留意し、総合的に審査し決定する。なお、選定結果については、ホームページ等を通じて公表する。 

（1） 「５．公募要領」に記載された、生物多様性地域戦略を策定して重点的に取組みたいテーマが明確に設定されていること。
（2） 地域戦略の策定等を行う予定があること（原則として技術的支援を行った年度（令和8年度）又はその翌年度（令和9年度）までに策定等を行う意思があること）
（3） 地域戦略の策定の過程に課題がある、あるいは既に地域戦略を策定しているものの、その運用や改定にあたり課題を有しており、これらの課題の解決に技術的支援を実施することが有効であると考えられること
（4） 手引きに示している３つの方向性の考え方に沿った地域戦略の策定等を目指していること
（5） その他、採択にあたって重視することがある事項

以下の条件に該当する場合は、地域戦略の策定等を行うことで生物多様性
保全施策等に対する効果が高いものとして、採択に当たり優先する場合が
ある。
※必須条件ではなく、条件に該当しても採択されない場合もある
· 複数の地方公共団体が共同で地域戦略の策定等を目指していること
· 地域戦略の対象地域に国立公園、国定公園、都道府県立自然公園、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や自然環境保全地域が含まれているなど、生物多様性保全の観点から地域戦略の策定等を行う意義が高い地域であること


９．応募書類の提出 
（１）応募書類の受付期間 
令和８年６月１日（月）から６月26日（金）17時まで
受付期間以降に到着した書類のうち、遅延が業務請負者の事情に起因しない場合は、応募書類として受け付けない。 

（２） 応募書類の提出方法 
別添の応募申請書に必要事項を記入の上、以下提出先へメールにより提出すること（押印不要）。
○提出先：いであ株式会社
○担 当：菊地、青木、平井
○電子メール：lbsap_2026@ideacon.co.jp
（※＠マーク前の冒頭“l”は、英小文字の“エル”）
電子メールの表題は、「令和8年度生物多様性地域戦略の策定推進支援応募（地方公共団体名）」とし、応募書類の提出であることが分かるようにすること。 

10．問い合わせ先 
（業務請負者）
いであ株式会社 
TEL：045-593-7608　FAX：045-593-7621
E-mail：lbsap_2026@ideacon.co.jp
（事業実施主体）
環境省自然環境局自然環境計画課 地域ネイチャーポジティブ推進室　
桝、坂本
TEL：03-5521-8343（直通） 
E-mail： local-naturepositive@env.go.jp
